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年末年始は相談窓口もお休みです
何かとあわただしい年末年始は、トラブルにご注意を！！

お困りのとき、不安を感じた場合はすぐに

消費生活センターに相談してください。一定期間内で
あれば無条件で解約できるクーリング・オフ制度が適用さ
れる場合があります。早めにご相談ください

（国民生活センターホームページより一部引用）

突然の勧誘や点検などを断る場合は

「お断りします」「いりません」
とはっきり断りましょう

その場で契約書にサインをしたり、
お金を支払ったりしないで十分に考えましょう

契約内容の必要性について、家族や信頼できる人に
相談しましょう。複数の業者から見積もりを取り、
比較・検討することも大切です

トラブルを防ぐポイント

＜消費者ホットライン＞ １８８（いやや）

②すぐに契約や支払いをしない

③冷静に判断する

④不安を感じたら相談窓口へ

<相談専用電話> 042-631-5455
年内は12月27日㈯午後４時30分まで（初めての相談受付は16時まで）
年始は1月5日㈪午前9時から

①きっぱりと断る

年内は12月28日㈰午後４時まで、年始は1月4日㈰午前10時から



イベント情報

メールフォームによる相談は

相談専用電話 ０４２・６３１・５４５５

※年末年始を除く祝・休日は、「消費者ホットライン」 188（午前10時～午後4時）でご相談を受け付けています。

※相談は無料です。

※クリエイトホール休館日は、電話またはメールフォームで相談を受け付けます。

※土曜日にお越しの際は、事前に電話連絡をお願いします。

月～土曜日の午前9時～午後4時30分（祝・休日、年末年始を除く）

相談・問い合わせ

〒192-0082 八王子市東町５-６クリエイトホール地下１階
電話：042-631-5456 ＦＡＸ：042-643-0025

右の二次元コードから
も入れます。

コチラから

八王子市消費生活センター

◆来所相談をご希望の方は事前にお電話ください。

◆初めてのご相談の受付は１６時までです。

◆相談時間は３０分を目安とします。

第５９回消費生活フェスティバル ２月７日㈯開催！

イベントの問合せ TEL：631-5456（事務）

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/005/001/002/p007214.html
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